
●
採
用
予
定
年
月
日

　
令
和
３
年
４
月
１
日

●
募
集
職
種
と
採
用
予
定
人
数

　
事
務
職　
１
名

●�

受
験
資
格　
次
の
す
べ
て
に
該

当
す
る
方

・

昭
和
61
年
４
月
２
日
以
降
生
ま

れ
の
方

・

社
会
福
祉
士
の
資
格
及
び
普
通

自
動
車
運
転
免
許
を
有
す
る
方

又
は
今
年
度
中
に
取
得
見
込
み

の
方

●
試
験
方
法

〈
一
次
試
験
〉
教
養
試
験
・
作
文

試
験

〈
二
次
試
験
〉
面
接
試
験
（
一
次

試
験
合
格
者
を
対
象
）

●
受
験
案
内
・
申
込
書

　
８
月
11
日
㈫
か
ら
９
月
７
日
㈪

ま
で
本
庄
市
社
会
福
祉
協
議
会

（
は
に
ぽ
ん
プ
ラ
ザ
２
階
）
で

配
布
し
ま
す（
土・日
を
除
く
）。

ま
た
、
本
庄
市
社
会
福
祉
協
議

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
郵
送
請
求
の
場
合
、
封
筒
の
表

に
「
受
験
案
内
請
求
」
と
朱
書
き

し
、
返
信
用
封
筒
（
Ａ
４
用
紙
が

折
ら
ず
に
入
る
封
筒
に
１
４
０
円

分
の
切
手
を
貼
り
、
請
求
者
の
郵

便
番
号
、
住
所
、
氏
名
を
記
入
）

を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
（
８
月
31

日
㈪
必
着
）。

●
申
込　

　
郵
送
又
は
持
参
で
本
庄
市
社
会

　
福
祉
協
議
会
へ

※
詳
し
く
は
受
験
案
内
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

●
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

　



８
月
11
日
㈫
～
９
月
７
日
㈪
必

着
（
土
・
日
を
除
く
）　

午
前

９
時
～
午
後
５
時

●�

応
募
書
類
の
請
求
・
申
込
・
問

い
合
わ
せ
先

　



〒
３
６
７-

０
０
５
２　

　
本
庄
市
銀
座
１-

１-

１　

　



本
庄
市
社
会
福
祉
協
議
会

☎
24-

２
７
５
５

第
１
次
試
験
日 

　
▼ 

10
月
18
日
㈰

本
庄
市
社
会
福
祉
協
議
会

職
員
採
用
試
験

※ただし、日本国籍を有しない方、地方公務員法（昭和25年法律
第261号）第16条に規定する欠格条項に該当する方は受験できま
せん。

表１�募集職種等
採用区分 人数 年齢要件・受験資格

一般事務職 １名
程度

年�齢要件　平成６年４月２日～平成15年
４月１日に生まれた方

技術職
（電気）

１名
程度

年�齢要件　平成４年４月２日～平成15年
４月１日に生まれた方
受�験資格　次の①②のいずれかに該当す
る方
①高等学校又はこれと同等以上の教育施
設（経済産業大臣の認定を受けたもの）
において、電気工学に関する学科のう
ち、電気事業法の規定に基づく主任技
術者の資格等に関する省令第７条第１
項各号の科目を修めて卒業した者又は
今年度中に卒業見込みの方
②第三種電気主任技術者免状取得者

消防職 ７名
程度

年�齢要件　平成６年４月２日～平成15年
４月１日に生まれた方

児
玉
郡
市
広
域
市
町
村
圏
組
合

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
郵
送
請
求
の
場
合
、
封
筒
の
表

に「
職
員
採
用
試
験
申
込
書
請
求
」

と
朱
書
き
し
、
返
信
用
封
筒
（
角

２
の
封
筒
に
１
４
０
円
分
の
切
手

を
貼
り
、
請
求
者
の
郵
便
番
号
・

住
所
・
氏
名
を
記
入
）
を
同
封
し

て
く
だ
さ
い
。

●
申
込

　
郵
送
又
は
持
参
で
児
玉
郡
市
広

　
域
市
町
村
圏
組
合
総
務
課
へ

※
詳
し
く
は
受
験
案
内
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

●
受
付
期
間
及
び
受
付
時
間

　



８
月
11
日
㈫
～
８
月
31
日
㈪
必

着
（
土
・
日
を
除
く
）　

午
前

８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

●�

応
募
書
類
の
請
求
・
申
込
・
問

い
合
わ
せ
先

　



〒
３
６
７-

０
０
２
４

　
本
庄
市
東
五
十
子
１
５
１-
１

　



児
玉
郡
市
広
域
市
町
村
圏
組
合

総
務
課
☎
27-

２
２
４
１

●
採
用
予
定
年
月
日

　
令
和
３
年
４
月
１
日

●
募
集
職
種
等　
表
１
の
と
お
り

●
試
験
方
法

〈
一
次
試
験
〉【
一
般
事
務
職
・
消

防
職
】
教
養
試
験・作
文
試
験
、

　
【
技
術
職
】
専
門
試
験
・
作
文

試
験

〈
二
次
試
験
〉
集
団
討
論
面
接
試

験（
一
次
試
験
合
格
者
を
対
象
）

※
消
防
職
は
体
力
試
験
も
実
施
。

〈
三
次
試
験
〉個
人
面
接
試
験（
二

次
試
験
合
格
者
を
対
象
）

●
受
験
案
内
・
申
込
書

　
８
月
３
日
㈪
か
ら
31
日
㈪
ま
で

児
玉
郡
市
広
域
市
町
村
圏
組
合

総
務
課
で
配
布
し
ま
す
（
土
・

日
・
休
日
を
除
く
）。
ま
た
、

第
１
次
試
験
日 

▼ 

10
月
18
日
㈰

児
玉
郡
市
広
域
市
町
村
圏
組
合

職
員
採
用
試
験
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地震の地震のときあなたあなたの
お住まお住まいは安全ですか？ですか？

市では、一定の要件を満たす木造住宅の耐震診断、建替え、
耐震改修、簡易耐震改修に対する補助金交付制度を設け

ています。要件すべてを満たす居住者に予算の範囲内で交付し
ます。

なお、補助金の申請は、業者との契約及び工事等を行う前
にご相談ください。

耐震診断補助金
●対象建築物
・�市内にある木造住宅で、昭和56年５月31日以前に工
事に着手された一戸建ての住宅又は店舗部分が２分
の１未満の併用住宅
・昭和56年６月１日以降に増改築していない
・地階を除く階数が２以下
・�耐震診断の補助対象者本人又は１親等以内の親族が
所有している

●補助対象者
・対象建築物に居住し、市税を完納している方（居住
　者と所有者が異なる場合は、所有者も市税を完納し
　ていること）
・�令和３年２月26日㈮までに耐震診断の補助金の交付
を請求できる方
●補助金額
　耐震診断に要した費用の２分の１（上限５万円）

耐震改修等補助金
【木造住宅の建替え】

●対象建築物
・耐震診断補助金交付制度の対象建築物に該当した建
　築物
・�耐震診断による上部構造評点が1.0未満と診断され
た建築物（市が行う無料耐震診断も利用可能）
●補助対象者　耐震診断補助と同じ
●補助の対象となる建替え
　�補助対象となる既存建築物を除却し、補助対象者が
新たに住宅を建築する工事
※新築する住宅の構造は木造以外も可。
●補助金額
　建替え工事に要した費用の23.0％（上限20万円）

【木造住宅の耐震改修】

●対象建築物　建替え補助と同じ
●補助対象者　耐震診断補助と同じ
●補助の対象となる耐震改修
・建築士事務所に所属する建築士が耐震改修設計を行
　うこと
・耐震改修の設計図は、耐震改修実施後の耐震診断で
　所定の構造強度が得られることが確認できるもの
・耐震改修工事の工事監理及び現場検査を建築士事務
　所に所属する建築士が行うこと
●補助金額
　耐震改修工事に要した費用の23.0％（上限20万円）

★建築開発課☎ 25- １１４０

【耐震シェルター・防災ベッドの設置（簡易耐震改修）】

●対象建築物　建替え補助と同じ
●補助対象者　耐震診断補助と同じ
●補助の対象となる簡易耐震改修
・�所定の構造強度が得られることを公的機関等が確認
したもの
・工事管理、現場検査は工事施工者が行うこと

●補助金額　
・耐震シェルター
　設置に要した費用の２分の１（上限20万円）
・防災ベッド
　設置に要した費用の２分の１（上限10万円）

9 令和２年８月１日号


